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Ⅰ 農林漁業・農山漁村における情報化の現状 

 

１．政府及び農林水産省の施策 
(１)高度通信情報ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法） 

平成 12年 11月に、ＩＴ基本法が制定され、すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受

できる社会の実現、経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化、活力ある地域社会の

実現及び住民福祉の向上等が定められた。 

 

(２)ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画 

①「e-Japan戦略」及び「e-Japan重点計画」の決定 

ＩＴ基本法に基づき設置された高度情報通信ネットワーク推進戦略本部において、Ｉ

Ｔ国家戦略として「e-Japan戦略」、引き続き 2001年(平成 13年)からの５年間に集中的

に実行していく施策をとりまとめた「e-Japan重点計画」が決定された。 

 

②「e-Japan重点計画」の内容 

「e-Japan重点計画」では、世界最高水準の高速情報通信ネットワークの形成、教育・

学習の振興と人材の育成、電子商取引の促進、行政・公共分野の情報化、高速情報通信

ネットワークの安全性と信頼性の確保の５分野の施策を重点的に進めることとなってい

る。さらに、2005年度までに 3000万世帯が高速インターネットアクセス網に、また 1000

万世帯が超高速インターネットアクセス網に常時接続可能な環境を整備することとなっ

ている。 

平成14年11月7日に開催されたＩＴ戦略本部(第15回)の資料３－参考資料によれば、重

点計画の達成状況は以下のとおりとなっている。 

    高速インターネットアクセス可能世帯数  3,500万世帯 

    超高速インターネットアクセス可能世帯数 1,400万世帯 

 

③「e-Japan重点計画-2002」の策定 

平成 14年 6月 18日に公表された「e-Japan重点計画-2002」において、地理的格差の

是正、ＩＴ講習会の開催等を農林水産省が取り組むこととなっている。 

・高速・超高速インターネットの地理的格差の是正のため、過疎地域等の条件不利地

域において、地方公共団体等が行う地域情報通信基盤の整備 

・約１万人を対象とした農林漁業者、普及職員等に対するＩＴ講習等 

 

(３)２１世紀における農林水産分野のＩＴ戦略 

平成 13年 4月に農林水産省は「２１世紀における農林水産分野のＩＴ戦略」を公表した。

その中では、以下の内容が記述されている。 

・情報の電子化の推進や利活用システムの充実等共通基盤の開発・普及を重点的に推進。 

・民間主導では整備が進みにくい地域において、関係府省との連携を図りつつ、地域の

実情に即した多様な手法によりＩＴインフラの整備を推進。 
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・認定農業者等に対する高度情報処理能力(経営分析等)の習得への支援及び継続的なサ

ポート体制の構築、ＩＴ指導人材の確保・育成、高齢者への配慮等を推進。 

 

２．農山漁村におけるＩＴ化の現状と課題 
(１)ＩＴ化の経緯 

農山漁村の情報化は、情報化の社会的ニーズやＩＴの発展とともに進展してきた。 

○農山漁村の情報システムは、昭和 30年代から 40年代は有線放送電話及び同報無線

の整備が中心であった。 

有線放送電話  ピーク時 ３２３万端末（昭和４４年度） 

現  在  ６６万端末（平成１２年度末） 

 

○昭和 50年代からは、農林業や農山村の活性化を図る観点から、ＣＡＴＶ(ケーブル

テレビ)の整備が開始された。       

 

○平成９年度頃からは、双方向の情報受発信が行える高速インターネット機能を有す

る高機能型ＣＡＴＶ及び多様な情報システム等の整備を推進している。 

・農水省補助事業により、１０５市町村で高機能型ＣＡＴＶを整備(平成 13年度

末現在) 

・この他、総務省(旧郵政省)補助事業で６５８箇所のＣＡＴＶ事業、４７９箇所

の地域イントラネット事業が実施されている。（平成 13年度末） 

 

(２)ＩＴ化の現状 

○農山漁村での情報通信基盤整備の遅れ 

農山漁村は、事業採算性が低い等民間事業者によるＣＡＴＶや高速インターネットが

利用できる情報通信基盤の整備が進んでいないため、都市と比べてＩＴ化の進展は立ち

遅れている。ＩＴ化を強力に進めている一部の地域を除き、農山漁村では情報通信基盤

の整備は進んでいない。 

 

○遅れている光ファイバーケーブルの整備 

光ファイバーケーブルの集線点のカバー率(平成 13年度末現在)は、政令指定都市・都

道府県庁所在地級都市が 77％に対して、人口 10 万人未満の市及び町村の地域では半分

の 38％にとどまっている。 

 

○町村部では低いＣＡＴＶの普及率 

ＣＡＴＶ普及率は、政令指定都市・都道府県庁所在地等で 96％に対して、町村部では

わずか 13％、農家にいたっては 8％である。 

 

(３)ＩＴ化の課題 

①情報コンテンツの不足 

ＣＡＴＶの導入目的は、テレビの難視聴地域解消、産業振興、若者の定住、高齢者対
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策及び都市住民との交流などである。ＣＡＴＶ等の情報システムを活用した家畜の管理

や農林漁業者支援など新たな展開が進められているが、ＣＡＴＶにより提供されている

情報に対し、約６割の市町村等で情報が少ないとの不満がある。 

以上のことは、一般的な高速インターネットにもあてはまるものと思われるが、農林

漁業者、農山漁村の住民、都市住民等さまざまな主体を意識し、情報コンテンツの充実

を図る必要がある。 

 

②都市とは異なる農山漁村の情報ニーズ 

農山漁村ではさまざまな情報提供の要望がある一方で、利用者数が少ない場合が多い

等の理由から、地域ごとでの情報コンテンツ等の制作や情報提供には限界がある。さら

に民間事業者が提供している情報サービスと同等の情報提供を行政主体の運営組織が対

応できるのかといった問題もある。 

 

③遅れている情報通信基盤の整備 

ここ近年は、飛躍的に情報通信基盤の整備が行われ、特に都市部では、民間事業者に

よる整備が進み、整備水準の向上が際だっている。しかしながら、農山漁村では、民間

事業者による基盤整備が期待できない条件不利地域がなお多く存在する。 

 

④情報リテラシー(利活用能力)の遅れ 

農山漁村では、高齢者が多く、パソコンや情報端末など情報機器の操作が困難である、

情報利活用システムの利用に慣れていない等情報利活用能力が遅れている。 

 

⑤ＩＴ化の効果の定量が困難 

過疎地域等条件不利地域の住民にとって、高度情報通信基盤の整備により、デジタル

・ディバイドの是正、農林漁業情報の迅速な取得、都市への情報発信等さまざまな効果

が発生するが、どの程度の効果をもたらされるか、定量化が困難なものが多い。 

 

 ⑥大きな財政負担、人材不足等 

情報通信基盤の整備、維持管理において、財政負担、人材確保等が課題となっている

ケースもある。また、魅力的なコンテンツの不足や設定した利用料金が高いことなどか

ら、ＣＡＴＶや高速インターネット等への加入率が向上しないケースもある。 



 

- 4- 

Ⅱ ＩＴを活用したむらづくりの推進 

 

１．農林漁業関係者が利用しやすい利活用システムの整備 
地域ごとに特性が異なり、多様な情報ニーズがある農林漁業に関する情報をどのように

適時適切に処理をしていくかについて、生産者・消費者の双方にメリットがある利活用シ

ステムの整備を経営の視点から進めていく必要がある。 

例えば、農林水産物の生産・販売などの情報処理、生産履歴情報等を消費者への発信す

ることによる食の信頼性を向上させるシステムの整備、消費者の意見やニーズを生産等に

反映させることのできるシステム整備等に対するニーズに応えていくことが大切である。 

 

(１)生産者にメリットのある情報システムの整備 

食品や農林水産物に対する消費者の信頼を回復するために、農林水産物の生産者、生産

地、品質等の情報を提供するシステムの導入を推進する一方で、生産者にとっては、情報

を発信することは手間もコストもかかることから、できる限り多数の消費者と生産者との

信頼を醸成し、消費者が安全・安心で高品質な農林水産物を求めることができるよう、生

産者にもメリットがある仕組みでなければならない。 

このため、多くの農林水産物について、トレーサビリティシステムを含む生産者単位で

その生産履歴等の情報が消費者まで届く仕組みを構築するとともに、ＩＴを活用して、消

費者の農林水産物に関する評価をはじめとした意見やニーズ等が直接、生産者に届き、そ

れらが生産等に反映でき、生産者の努力が十分に報われるシステムの構築が求められてい

る。 

 

(２)経営の視点からの情報システムの整備 

農林水産物の生産、販売等にかかる情報システムの整備は、農林漁業者や農林漁業団体

等が経営の視点に立って行うことが重要である。ＩＴを活用して生産管理の効率化、 流

通のコストの削減を図るとともに、消費者の反応を捉えて、生産・流通を戦略的に行うな

ど、企業的農林漁業経営の展開を促進することが必要であり、農林漁業者のニーズに応じ、

充実したコンテンツ等を作成するとともに、コストを可能な限り抑えて、多くの収益を上

げるという経営的視点からの情報システム整備が重要である。 

 また、農山漁村ではその情報システム自体の規模が小さく、民間事業者による単独の事

業実施は難しい場合もある。この場合、国・地方公共団体による補助、支援が必要となる

が、公的機関や民間企業のいずれが主体であっても、経営の視点での整備を進める仕組み

が必要である。 

 

(３)地理情報システム等の整備 

森林の測量や効率的な林業経営のために、ＧＩＳ(地理情報システム)やＧＰＳ(全地球測

位システム)が用いられている。また、農業でも、農地等の担い手への利用集積、土地利用

計画の策定や農業用用排水路システムの管理等への利用が進んできている。今後、森林や

農村の空間的な広がりの中で、担い手が効率的に農林水産業や農山漁村にかかる施設や資
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源を管理、活用するためにはＧＩＳやＧＰＳを一層積極的に利活用する必要がある。 

 

２．ＩＴを活用したむらづくりの推進、農山漁村の生活環境の改善 
ＩＴを活用したむらづくりは、農林漁業者、農山漁村住民をはじめ多様な主体が参画し

て議論を深めて、推進しなければならない。その上で、空間的移動の補完・代替、保健、

医療、教育等でＩＴを活用した農林漁業の振興や農山漁村の生活環境の改善を図っていく

ことが重要である。また、移動通信を利用し、いつでもどこでも必要な情報の受発信がで

き、安心して農林漁業に従事するシステムや、ＩＴ人材の確保や地域の雇用創出に貢献す

るテレワークセンター等の情報拠点の整備も重要である。さらに市町村合併、農山漁村の

集落再編等の支援にもＩＴは貢献する。 

 

(１)農林漁業者を含む地域住民の意向を踏まえたＩＴ化の推進 

①地域住民、農林漁業団体、民間事業者等多様な主体の参画によるＩＴ化の構想策   

定 

農山漁村の情報化は、情報システムの利用者である農林漁業者や農山漁村住民の意向

を踏まえたものとしなければならない。農林漁業者等への意向調査はもちろんのこと、

地方公共団体、民間事業者、学識経験者、住民等地域の多様な主体が広く参画し、地域

の情報化のあり方、進め方等について議論する場の設置を推進させることが重要である。

このような場は、地域の情報化のサポート機関としての役割も期待できる。 

 

②農山漁村の活性化に結びつく新たな利用の推進 

例えば、空間的な広がりがあり、都市と比べて疎な居住空間である農山村においては、

住民間の日常的な情報交換の場が少ないことなどから、農山漁村の情報化の進展は、地

域内のコミュニケーションの機会を増やし、住民間の情報交換を活発にすることにより、

地域でのグループ活動を活性化する等の効果が期待できる。 

 

③新たな移住者や訪問者を想定したＩＴの整備 

農山漁村の情報化による生活環境の改善は、現在居住している住民だけを対象にする

のではなく、ＵＩＪターン等により将来住む可能性のある人や農山漁村を訪れる人々の

意向を含めて考える必要がある。 

 

(２)農山漁村の生活環境の向上を図るためのＩＴの活用 

①農山漁村において人の移動を補完、代替するＩＴの活用 

農山漁村では、高齢化が進展しているとともに、町村役場などから比較的距離があり、

かつ移動手段が限られるため、重要な情報を入手するのに、多大な時間を要している。

仕事だけでなく、日常の生活でもその都度移動することなく、自宅やほ場等でＩＴを活

用して、集落の住民との情報交換、農地や農業用施設の管理、各種情報の入手等ができ、

移動の代替や補完になれば、時間的・経費的ロスが軽減され、農山漁村の不便さがかな

り改善される。また、高齢者等の身体機能の低下した人々の外出に伴うリスクも低減す

ることができる。 
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②ＩＴを活用した保健・医療・教育等の支援 

高齢化の進行した農山漁村では、高齢者の健康管理、福祉が大きな課題となっている。

農山漁村では医療機関も少なく、また、あっても遠方にあることが多い。医療・保健機

関と高齢者宅を情報システムでつなぎ、健康相談、健康管理、遠隔医療等を実施可能に

すれば、移動に伴うコストを低減し、高齢者の安全・安心を高めるとともに、老人医療

費、介護費用等の軽減につながることが期待できる。 

また、ＩＴを活用することで、他地域の大学等の高度な教育を受けること(e-ラーニン

グなど)、過疎地の小中学校と他の小中学校のテレビ会議を通じた交流、複式学級をとっ

ている学校同士をつなぐことにより教育機会の増加や充実が可能となる。 

 

③ＩＴ関連の人材確保・育成（テレワークセンターの活用） 

農山漁村では進学や就職を契機に若者たちの多くが都会へ出ていく。これらの若者が

郷里に戻ろうとしても、特に、高学歴を要し、専門性の高い職場が農山漁村に少ないこ

ともあり、Ｕターンが期待できない。このため、農山漁村での就業の場にもなるテレワ

ークセンターの整備を進めることは、農山漁村でのＩＴの指導者等の確保になるととも

に、雇用創出にもつながることから、ＩＴ導入と併せて推進することが望まれる。また、

テレワークセンターは学校の空き教室や廃校等を利用する等農山漁村のむらづくりと併

せて計画することが効率的である。 

  

(３)市町村合併の支援 

市町村合併により広がる行政区域内で、一定水準の行政サービスを維持したり、過疎化、

高齢化等に対応するコミュニティづくりを行うためにＩＴ活用が必要である。 

 

①市町村合併への対応 

市町村合併により行政区域が拡大することで、従来の方式では行政サービスの質の低

下が懸念される。住民が合併前と同レベルの行政サービスを受けるためには、ＩＴを活

用した行政サービスの提供や営農、農林水産物の集出荷等の支援を行う必要がある。特

に、市町村の中心部から離れた地域では、行政サービスを受けるために移動による負担

が増加する可能性が高いため、重点的に取り組む必要がある。 

 

②ＩＴを活用した新たな集落機能の強化、集落の再編 

少子高齢化、過疎化等により農山村にある集落では人口減少が進み、集落の維持が難

しいところでは、集落の再編が進んでいる。このような、農山村において行政サービス

等の住民の利便性の確保と住民相互の連帯や集落としての意識を確保し、快適で安全な

生活を確保するために、ＩＴの活用が望まれる。 

 

(４)農林漁業者が安心して仕事に従事できる情報システムの整備 

農林漁業者は、ほ場、畜舎や山林など屋外での活動が多い。このため、農林漁業に関す

る情報に加え、生活に関する情報の受発信（例えば、在宅の高齢者の安否確認等）に、い
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つでもどこでも（ユビキタスな）必要な情報の受発信が可能な携帯電話等移動式の情報端

末を利用した情報システムの整備が重要である。これにより、農林業業者が安心して農作

業等に従事できるようになる。 

 

３．ＩＴを活用した都市と農山漁村の交流促進 
ゆとりある生活空間、豊かな自然、農林漁業をはじめとする地域資源を活用した産業な

ど、農山漁村の魅力に関し、都市住民を含む多くの国民がその価値を見直しつつある。農

山漁村の魅力に対する多様な関心に応じて多くの国民がこれを享受できるよう、農山漁村

が自らの持つ魅力を再認識し、これを適切に維持・保全するとともに、その積極的な活用

を図り、効果的に情報発信していくことが必要である。 

特に、農山漁村から都市に積極的に情報を発信する仕組みの構築、民間事業者やＮＰＯ

等多様な主体の参画による情報発信・交流促進、自然、史跡、文化等といった農山漁村の

魅力のデジタル・アーカイブ化等が重要である。 

 

(１)都市と農山漁村の交流促進のための都市への情報発信 

①農山漁村からの情報発信の強化 

多くのテレビ放送が東京のキー局から地方に情報・番組等を発信していることを典型

的な例として、都市から地方に対してほぼ一方的に情報が流れる仕組みとなっており、

農山漁村からの情報発信は少ないのが現状である。今後、双方向の情報ネットワーク社

会の構築を踏まえ、都市と農山漁村の交流を促進するため、コンテンツやアプリケーシ

ョン等を充実させるなど農山漁村から都市への情報発信を行う仕組みを構築することの

検討が必要である。 

 

②目的に応じた情報発信のあり方 

都市と農山漁村の交流促進を進めるために、農山漁村から都市へ情報発信する場合、

やみくもに不特定多数に情報発信するのではなく、誰にどのような目的で情報を提供す

るかなどを十分検討することが重要である。これは農林漁業の経営と共通するものであ

る。 

 

③民間やＮＰＯ等多様な主体の参画による情報受発信・交流促進 

ＩＴを活用して情報発信を行うことは有効であるが、受信側も発信側も個人のレベル

では限界がある。このため、民間事業者やＮＰＯ(民間非営利団体)等多様な主体と連携

した情報の受発信にも取り組む必要があり、地方公共団体や農林漁業団体等も積極的に

民間事業者やＮＰＯ等に対しての情報提供や連携・協力のあり方を検討する必要がある。 

 

(２)デジタル・アーカイブ化の推進 

農山漁村に都市住民の関心を引きつけるためには、農林水産物、行事、施設利用等の直

接的な情報だけでなく、豊かな自然、史跡、文化など農山漁村の魅力を感じさせるような

情報を蓄積・発信していく必要がある。このため、ＩＴを活用し、都市と農山漁村の交流

に活かす方策として、農山漁村の豊かな地域資源、歴史や伝統に根ざした文化、伝統産業
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等の多様な農山漁村の情報をデジタル・アーカイブ化することが望まれる。 

 

①農山漁村の暮らしや伝統文化等のデジタル・アーカイブ化 

農山漁村は農林漁業の場としてだけでなく、古くから多くの文化が培われてきた。例

えば、技術の伝承、民話、民謡、祭、歴史等都市では見られない地域固有の文化である。

農山漁村において伝承される文化には多くの先人の知恵が含まれており、防災をはじめ

さまざまな面で役に立つものが多い。しかし、これらは過疎化や高齢化により、喪失し

てしまう危機に直面している。このため、全国の農山漁村を対象として、文化資源の保

存と共有化を図るデジタル・アーカイブ(いわゆる「平成の風土記」)を作成することが

望まれる。 

 

②都市住民も参加したデジタル・アーカイブ化の推進と都市・農山漁村交流の促進 

農山漁村に住む人には日常と感じられるものの中には、重要な技術、伝統文化や自然

等もある。そこで、都市住民など農山漁村以外に住む人が農山漁村を訪れた際に、農山

漁村の良さを発見し、それを記録に残すような仕組みの構築も必要である。 

 

(３)都市住民を含め国民全体が求める情報の発信 

農山漁村の情報をその地域から発信することは重要であるが、それを地域がすべて担う

ことは、人員や経済的な面から限界がある。このため、農山漁村からの情報発信は、地域

の人々のみではなく、第三者が取材し発信する仕組みの構築も必要である。例えば、都市

側の視点で農山漁村の情報発信を行うことにより、都市住民の興味や関心を引くことも考

えられる。このような機会を増やすためにも、農山漁村からの情報発信を行うとともに、

都市住民も興味を持ち、農山漁村の魅力を感じさせるようなむらづくりが求められる。 

 

(４)農山漁村の公益的機能に関する情報の発信 

地球温暖化対策が喫緊の課題となっているが、例えば、木材の CO２吸収効果に関する情

報が国民に浸透していない。森林の有する地球温暖化防止、国土保全等をはじめ農林漁業

の公益的な機能に関する情報が国民に十分浸透するよう工夫する必要がある。 

また、里山は古来より住民の生活と深く関わりを有し、生物の宝庫となっているが、近

年、管理がなされないために荒廃してきており、森林ボランティア等の参加も求めて復元

を図ることが取り組まれている。里山に限らず、農山漁村の価値や環境を維持する活動へ

の取組にＩＴを活用することを考える必要がある。 

 

４．農山漁村の特性や情報化のニーズを踏まえた情報通信基盤の整備 
都市とは地理的条件や人口集積が異なること等のため、民間事業者による情報通信基盤

の整備が進まない農山漁村においては、農山漁村独自の情報ニーズに対応した効率的な基

盤整備を進める必要がある。 

既存施設の活用などコスト意識を持った整備、電子自治体との一体的整備、地域情報シ

ステムの広域ネットワーク化等、さらに、民間事業者との適切な役割分担のもと、関係府

省連携による情報通信基盤整備も重要である。 
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(１)総合的なむらづくりの視点に立ったＩＴ化の推進 

①地域の活動全体を踏まえたＩＴ化 

農山漁村のＩＴ化は、むらづくりの視点で考える必要がある。地域全体の将来像、活

性化の方向を見極めた上で、その手段として情報通信基盤の整備、利活用を進めること

が重要である。ＩＴは様々な利活用の可能性を有しており、情報通信基盤の整備に当た

っては、農業をはじめとして、地域全体の生産活動や生活のための社会基盤として幅広

く利用することを前提とする必要がある。 

さらに情報基盤整備には多額の費用を要することから、将来の住民も含め、住民や利

用者等のニーズを的確に把握すべきである。 

 

②電子自治体と一体的な整備 

農山漁村のＩＴ化に当たっては、各自治体の電子自治体への取組と関連して考えてい

く必要がある。農山漁村では、行政情報と地域の生活情報は密接に関係しており、農林

漁業や農山漁村の活性化を推進するために、電子自治体と一体的に必要な情報通信基盤

の整備を進めていくことが重要である。また、他府省との連携を通じた支援が望まれる。 

 

(２)コスト意識を持った情報通信基盤の整備 

情報通信基盤の整備は重要であるが、建設等に関する国や都道府県等の支援を含めても

市町村等の事業実施主体には運営・維持管理等には大きなコストがかかる。このため、将

来を見越した情報量や利用方法を踏まえた情報通信基盤の整備を行うことは必要である

が、厳密なコスト比較を行い、維持更新費を含めて最もコストのかからない方法を選択す

ることが必要である。 

 主なコスト低減の手法としては以下の２つが掲げられる。 

 

 ①既存施設の有効利用の推進 

コストを低減し、効率的で早急な情報通信基盤の整備を行うため、有線放送電話、防

災無線、ＣＡＴＶ施設、移動通信設備、ダークファイバ等の既存施設やシステムをでき

る限り有効活用することである。既存の情報通信基盤を活用する技術も進歩しており、

それらを活用して低コスト、シームレスかつ高度な情報通信基盤のネットワークを構築

することが地域の情報化を促進する。 

 

②無線等多様な情報通信基盤の利用の推進 

農山漁村の地域的特性やコスト、利便性を考え、有線だけでなく、無線も組み合わせ、

効率的に情報通信基盤整備をする必要がある。特に、居住密度が低く、遮蔽物がなく、

有線で整備した場合、伝送路整備が長距離に及ぶような地域においては、無線は有線に

比べて、効果的かつ効率的である。また、いつでもどこでも情報の受発信のできる携帯

端末を利用した情報通信ネットワークの構築を行うとともに、アプリケーションやコン

テンツの整備等も重要である。 
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(３)将来の利用予測に基づいた情報通信基盤の整備 

将来、農山漁村においてどのような情報が求められ、あるいは発信する必要があるのか

を整理した上で、必要なアプリケーションと情報通信基盤の整備を計画する必要がある。

現在、農山漁村から都市への情報発信は多くはないが、都市住民は農山漁村に関する多く

の情報を求めており、将来の情報量及び技術進歩を見通して光ファイバー等情報通信基盤

の整備を検討することが重要である。 

 

(４)地域情報システムの広域ネットワーク化 

ＣＡＴＶ、地域イントラネット等の情報通信基盤は、市町村単独や複数市町村にまたが

って整備されることが多いが、その情報通信基盤を相互に連結し、都道府県単位またそれ

を超える広域的なネットワークを構築することにより、コンテンツや情報の充実や相互利

用、利用者の利便性の向上、コストの低減等が可能となる。さらに、市町村や農業協同組

合(ＪＡ)の合併等に資すると思われる。 

加えて、今後、電子自治体の整備が進むにつれて、行政のネットワーク化も進み、近隣

の市町村間で協力・連携し合う体制が整備されるようになる。これら自治体間の行政ネッ

トワークとの接続や業務を共同してのアウトソーシング化を行うことにより、コストの低

減や充実を図ることが必要である。 

 

(５)民間との役割分担と関係府省連携による支援 

情報通信基盤整備に当たっては、国、地方公共団体、民間事業者の適切な役割分担が必

要である。情報通信基盤は、原則として民間事業者が中心となって整備を行うものとする

が、国・地方公共団体は条件不利地域等で民間事業者が対応できない部分について、情報

通信基盤や利活用システムの整備を、関係府省と連携し支援を行うことが必要である。ま

た、農山漁村での情報通信基盤整備によって、地域住民だけでなく、農山漁村の情報が入

手できる等都市住民もＩＴの恵沢を享受できるよう進めていくことも必要である。 

 

５．農林漁業者等の情報リテラシーの向上 
(１)人材育成、情報リテラシー向上の方策 

農林漁業者等を対象とした研修や普及員、農協職員等をＩＴ指導人材として育成する他

に、地域での人材育成や情報リテラシー向上を図るための方策の検討及び実施が必要であ

る。 

 

①情報発信ができる農林漁業者の育成 

農林水産物に対する消費者の信頼を確保していくためには、農林漁業者が消費者や都

市住民に対して、農林水産物の安全性に関わる情報を発信していくことが重要であるが、

情報リテラシーが遅れているなど農林漁業者がＩＴに関心がなければ対応できない。こ

のため、ＩＴの有用性の理解の促進や利活用能力の向上を図り、積極的に情報発信する

ことができる農林漁業者を育成していくことが重要である。 

注意すべき点として、情報リテラシーの向上がコンピュータの操作に関する能力向上、

いわゆるコンピュータリテラシーに留まっている場合が多いということである。今後、
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ＩＴを農林漁業や農山漁村に係る情報の発信や活動に実践的に活用する、情報を使いこ

なすという意味での情報リテラシーの向上を図る必要がある。 

 

②学校教育におけるＩＴ教育の推進 

中山間地域等の農山漁村では過疎化、少子化等を背景として、ＩＴ化に熱心に取り組

んでいる地域も多い。このような地域でＩＴ化を進めていくためには、将来の担い手を

育成するとともに、児童・生徒を通じての親世代のＩＴ化も期待されることから、小中

学校からのＩＴ教育が重要であり、市町村等は積極的にＩＴ教育に取り組むことが望ま

れる。また、関係府省と連携して、積極的に支援することが望まれる。 

 

(２)農山漁村でのＩＴ化支援体制の整備及び情報バリアフリー 

①ＩＴ化のサポート体制の整備 

農山漁村をはじめとする地方では、ＩＴに携わる人材が少ないこともあり、地域の農

林漁業者や住民に対する利活用技術の普及・啓発が遅れている場合も多い。例えば、高

速インターネット機能を有するＣＡＴＶを整備しても、インターネットの利用が進まず、

ＣＡＴＶとしての利用が中心になっている場合も見受けられる。 

ＩＴは進展が非常に早く、専門的な知識が必要であるため、専門家がいない市町村単

位で設置した地域情報システム等の運用体制では、新たな取組が難しいものも多い。こ

のため、このような農山漁村地域の独立した情報システム相互のネットワーク化を積極

的に進めていくための支援、指導を行う総合的なサポート体制が必要である。 

また、ＩＴを利活用して地域活性化に取り組んでいる機関・団体やＮＰＯ等と連携し

た取組を関係府省と連携して積極的に進めることも重要である。 

 

②情報弱者に対する配慮 

高齢者や農林漁業者など普段ＩＴ機器に接する機会が少ないために、情報弱者となっ

ている人々に対してどのように対処するかは重要な課題である。ＩＴ講師や指導員によ

る研修制度に加えて、情報弱者にも確実に情報が伝わり判断できるような仕組みや操作

しやすい情報機器・システムの提供等を充実させることも必要である。その意味で、情

報に対するバリアフリーもしくはユニバーサル・デザインの概念は大きな意味を持つ。 

 

６．新たな情報技術の実用化 
農林漁業者の高齢化が進む中で、効率的な農林漁業経営を行うためには、情報システム

やネットワークの整備に加えて、ほ場や作業現場などにおいても情報の受発信がいつでも

どこでも(ユビキタス)できる環境やＩＴを活用したロボット技術など新たな農林漁業機械

・施設等の技術開発及び普及等が期待される。 

 

①低コストで良質な農林水産物を生産できる農業機械等の開発 

農林漁業は国内外で厳しい価格競争を強いられており、今後、このような厳しい価格

競争に打ち勝つためには、高品質、安全・安心かつ新鮮な農林水産物を、適正な価格で

消費者に提供することが重要であり、ロボット技術を活用し、操作性だけでなく、農林
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水産物の生産コスト低減に資する農林漁業機械等の開発が望まれる。 

   

②担い手に応じた農林漁業用ロボットの開発 

農山漁村では女性や高齢者が重要な働き手となっていることを踏まえ、農林漁業の生

産性の向上や高度化を推進するため、農林漁業の担い手が利用し易いロボットの開発が

望まれる。 

また、農業用ハウスや温室等の遠隔環境制御・監視システムの設置、畜舎、農地等の

監視用モニターなど、効率的な農林漁業経営を行うシステムの開発や整備を推進する必

要がある。 

 

７．セキュリティの確保及び個人情報保護のルール確立 
(１)土地情報等プライバシーに関わる情報の保護 

農山漁村の情報化は、農林漁業・農山漁村の振興、都市との交流を促進し、農山漁村に

利益をもたらす一方で、例えば、農業や林業にかかる土地等個人の財産にかかる情報のよ

うに、プライバシー保護の観点から、そのまま外部に発信することには問題があるものが

多く含まれる。そのため、農山漁村の情報をデータベース化し、利用する場合には、個人

情報保護のルールを確立し、個人情報が含まれる情報のセキュリティに配慮した使用や情

報発信が必要である。 

 

(２)ネットワークの外部からの侵入の防御 

情報ネットワークに１ヶ所でもセキュリティの手薄な部分があると、外部からのウィル

スやハッカー等の侵入を許し、システムを混乱・破壊される恐れがあるため、外部からの

侵入に対する防御を行うことが重要である。 

 

(３)地域情報通信システムのセキュリティの確立 

農山漁村においては、行政をはじめ小規模な情報通信システムが運営されており、セキ

ュリティに対して必ずしも十分な体制が整備されていない場合もあることから、今後、情

報化を進めていく上でシステムの管理者に対する情報の提供や支援を行う体制も検討する

必要がある。 

 

８．その他 
(１)ＮＰＯ等との連携 

整備した情報システムやネットワークは、農林漁業者のみならず地域住民が利用できる

ものであることから、施策の実施主体として、地方公共団体以外に、関係機関・団体、地

域住民、民間企業、ＮＰＯ及び地域のコミュニティ等も加える仕組みとすることを検討す

べきである。また、地域の情報化は、地方公共団体の財政的かつ人材的な制約があり、地

方公共団体がすべて対処するのではなく、ＮＰＯや地域コミュニティ等と連携して進める

必要がある。特に、ＮＰＯや地域コミュニティ等は農林漁業者へのＩＴ指導や情報コンテ

ンツの整備等の分野での活躍が期待される。 
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(２)農林漁業・農山漁村の情報化施策の信頼性、効果の評価 

情報通信基盤、利活用システムの整備等農林漁業・農山漁村の情報化施策は、多くの人

が利用し、便利になれば良いというものではなく、信頼性、利便性に加え、生産者や消費

者、利用者等にメリットのあるものでなければならない。そのため、国や地方公共団体か

ら補助を受けて整備するものや公的な情報を提供するものについては、利用効果を測定す

るとともに、評価を行うことが重要であり、評価基準を検討することが必要である。 

 

(３)農林漁業の国際化の進展とＩＴ利活用 

我が国は、海外より多くの農林水産物を輸入し、消費している。ＩＴの進展により、海

外での農林水産物の市況状況、安全・安心に関する情報を容易に入手できるようになって

いる。また、海外の農林漁業に関する栽培技術の入手、調査研究論文の入手、海外への情

報提供、国際的な病害虫対策、伝染病対策、技術移転等が可能となる。これにより、農山

漁村では、従来、触れることが少なかった海外の情報の入手や海外への情報発信が身近な

ものとなり、国際的な視点に立った農林漁業への取組などが期待される。 
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Ⅲ．「ｅ－むらづくり計画」作成の進め方 

上記の「Ⅱ．ＩＴを活用したむらづくりの推進」の他に、次の事項にも考慮し、「ｅ－

むらづくり計画」の策定を進める必要がある。 

 

１．基本的な考え方 
(１)人間が主役 

「ｅ－むらづくり計画」は、都市との情報通信基盤の格差を解消するために整備を行う

ことやＩＴの進展により新たな情報化の可能性を検討する以前に、農山漁村に住む人々が

生産活動を行い、生活を営むために必要な情報の提供、交換等を実現するという人を中心

にした計画とすることが重要である。そういう意味では、「人間こそがマルチメディア」

であり、人抜きではＩＴの議論はできない。 

 

(２)ＩＴを受け身ではなく積極的に利用する姿勢 

ブロードバンド化の進展により高速かつ大容量の情報(動画等)が利用できるようになっ

たことから、遠隔地の高齢者の健康相談や、家畜、作物、農地等の管理等新たな農林漁業

の展開の可能性が広がったと言える。しかし、ＩＴに任せることにより新たな農林漁業経

営ができるものではなく、農林漁業者自身がいかにＩＴを使いこなしていくかという視点

が重要である。 

 

(３)消費者、都市住民の視点の重要性 

国民に安全で美味しい食料を提供していくとともに、洪水の緩和、森林や農地を通した

水の循環による都市用水の供給、美しい農山漁村が国民のやすらぎの場となっていること

等、農林漁業を通して発揮される多面的機能による便益を都市住民も享受している。この

ような消費者、都市住民の農山漁村との関わりを踏まえ、消費者や都市住民の視点も持ち

ながら農山漁村のＩＴ化を進めていくことが望まれる。 

 

(４)公的支援に対しては国民の理解が得られる効果のある整備 

農山漁村でＩＴの利用を進めるにあたっては、都市に比べ疎な居住空間等の中でどのよ

うな農林漁業振興ができるかが課題である。施設の整備に、国や地方公共団体等の公的資

金の投資や、利用者である農林漁業者、農山漁村の住民に相応の負担を求めることから、

納税者や利用者の理解が得られるような効果が発現されるものでなくてはならない。 

 

(５)情報通信基盤整備のアカウンタビリティ 

ＩＴは農林漁業や農山漁村での生活において都市に比べ不便さや不利な条件を解消する

手段として期待できる。ＩＴの利活用として次の３つが挙げられる。第一に、農業生産や

農産物等の流通・販売でのＩＴの活用である。第二に、農山漁村で安全、安心、快適に生

活するために住民の防災や健康管理等へのＩＴの活用である。第三に、文化、精神面の豊

かさを支えるＩＴの利活用で、教育、文化活動、生涯学習、さらには都市と農山漁村の交

流等を通した豊かなライフスタイルの実現等である。情報通信基盤整備がそれぞれどの分
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野に位置づけられるものであるか整理することにより、計画立案、国・地方公共団体との

役割分担、農林漁業者・その他住民への説明等に活かすことができる。 

 

２．「ｅ－むらづくり計画」策定の留意点 
(１)むらづくりのためのＩＴ活用 

ＩＴを使ったむらづくりをどのように進めるのかではなく、過疎化、高齢化が進む中、

新たな農林漁業の展開方向や市町村合併による地域の整備の方向を見定めながら、農林漁

業を中心に据え、豊かで住みやすいむらづくりを行うためにＩＴをどのように活用してい

くかが重要である。 

 

(２)農山漁村の特性を踏まえた計画 

農山村は都市に比べて広い空間でありながら人口が少なく、居住環境が疎であることや

農山漁村の人口に占める高齢者の割合が高いなど、都市とは人口分布や構成が異なる。情

報についても質や量が異なることを踏まえ、農山漁村に相応しいＩＴの活用方法を検討す

ることが重要である。さらに、農林漁業者や農山漁村の人たちがイメージできるＩＴ時代

の農山漁村振興モデルを提示することが必要である。 

 

(３)利用者の立場にたった情報システムの整備 

情報システムを整備することそれ自体よりも、情報を農林水産業経営や日常生活の中で

いかに利用するかが重要であることを認識し、先進地域におけるＩＴの利活用方法やコン

テンツ、利用者のニーズについて十分調査した上で、地方公共団体、農林漁業者、都市住

民等が使ってみよう、見てみようと思う魅力のある情報の提供を可能とするシステムの整

備を行うべきである。 

 

(４)ＩＴの今後の進展を踏まえた施設整備 

ブロードバンド、移動通信、放送と通信の融合等については、具体的に何ができるかを

見据えた整備を行うことが必要である。また、テレビ放送のデジタル化に対応した施設の

整備、ユビキタスサービスの進展、ＩＰｖ６の展開、情報家電、ＩＣカード等新たなＩＴ

の進展にも配慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


